
 

 

令
和
二
年
五
月
十
五
日
受
領 

答
弁
第
一
八
七
号 

   
 

内
閣
衆
質
二
〇
一
第
一
八
七
号 

 
 
 
 

令
和
二
年
五
月
十
五
日 

内
閣
総
理
大
臣 

安

倍

晋

三 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

衆

議

院

議

長 
大

島

理

森 

殿 

  

衆
議
院
議
員
緑
川
貴
士
君
提
出
中
小
事
業
者
に
対
す
る
固
定
資
産
税
の
負
担
軽
減
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を

送
付
す
る
。 

 
 



 

１ 

 

 
 
 

衆
議
院
議
員
緑
川
貴
士
君
提
出
中
小
事
業
者
に
対
す
る
固
定
資
産
税
の
負
担
軽
減
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

一
に
つ
い
て 

 
 

中
小
事
業
者
等
が
所
有
す
る
償
却
資
産
及
び
事
業
用
家
屋
に
係
る
固
定
資
産
税
及
び
都
市
計
画
税
に
関
し
、
地
方
税
法
等

の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
二
年
法
律
第
二
十
六
号
。
以
下
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後

の
地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
附
則
第
五
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
徴
収
猶
予
の
特
例
の
対
象

と
な
っ
た
も
の
に
つ
い
て
も
、
地
方
税
法
第
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
徴
収
猶
予
の
対
象
と
な
り
得
る
も
の
で
あ
り
、
ま

た
、
令
和
三
年
度
課
税
分
に
つ
い
て
、
改
正
法
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
地
方
税
法
附
則
第
六
十
三
条
第
一
項
に
規

定
す
る
中
小
事
業
者
等
に
係
る
固
定
資
産
税
及
び
都
市
計
画
税
の
軽
減
措
置
の
対
象
と
な
ら
な
い
場
合
に
も
、
地
方
税
法
第

十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
徴
収
猶
予
の
対
象
と
な
り
得
る
も
の
で
あ
る
た
め
、
各
地
方
団
体
に
お
い
て
適
切
に
対
応
す
る

よ
う
要
請
し
て
い
る
。 

二
に
つ
い
て 

 
 

お
尋
ね
の
「
税
額
修
正
」
に
係
る
「
見
解
と
対
策
」
に
つ
い
て
、
固
定
資
産
税
に
係
る
市
町
村
の
事
務
上
の
問
題
に
起
因

す
る
課
税
誤
り
は
、
納
税
者
の
固
定
資
産
税
制
度
に
対
す
る
不
信
を
招
き
か
ね
な
い
こ
と
か
ら
、
そ
の
実
態
把
握
に
努
め
、



 

２ 

 

防
止
策
に
係
る
具
体
的
事
例
等
を
取
り
ま
と
め
、
通
知
を
発
出
す
る
な
ど
の
対
策
を
講
じ
て
お
り
、
引
き
続
き
、
課
税
誤
り

の
防
止
に
向
け
た
取
組
を
進
め
て
ま
い
り
た
い
。 

三
に
つ
い
て 

 
 

お
尋
ね
の
「
縦
覧
制
度
の
活
用
方
針
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
地
方
税
法
第
四
百
十
六

条
第
一
項
は
「
固
定
資
産
税
の
納
税
者
が
、
そ
の
納
付
す
べ
き
当
該
年
度
の
固
定
資
産
税
に
係
る
土
地
又
は
家
屋
に
つ
い
て

土
地
課
税
台
帳
等
又
は
家
屋
課
税
台
帳
等
に
登
録
さ
れ
た
価
格
と
当
該
土
地
又
は
家
屋
が
所
在
す
る
市
町
村
内
の
他
の
土
地

又
は
家
屋
の
価
格
と
を
比
較
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
」
と
縦
覧
制
度
の
趣
旨
を
規
定
し
て
お
り
、
ま
た
、
「
固
定
資
産
税

の
情
報
開
示
に
関
す
る
留
意
事
項
等
に
つ
い
て
（
通
知
）
」
（
平
成
十
四
年
九
月
十
八
日
付
け
総
税
固
第
六
十
号
総
務
省
自

治
税
務
局
固
定
資
産
税
課
長
通
知
）
に
お
い
て
も
「
評
価
額
の
比
較
と
い
う
目
的
以
外
の
目
的
に
縦
覧
制
度
が
濫
用
さ
れ
な

い
よ
う
に
す
べ
き
」
と
示
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
縦
覧
制
度
が
評
価
額
の
比
較
と
い
う
目
的
の
た
め
に
適
正
に
活
用
さ

れ
る
こ
と
が
重
要
と
認
識
し
て
い
る
。 


